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具体事例別の団地設定、勾配及び単価に関する適否の判定（未定稿）具体事例別の団地設定、勾配及び単価に関する適否の判定（未定稿）具体事例別の団地設定、勾配及び単価に関する適否の判定（未定稿）具体事例別の団地設定、勾配及び単価に関する適否の判定（未定稿）

○以下の事例に係る適否の判定は次のとおりである。
（例１）
① 同一地目で、急傾斜地と緩傾斜地が連坦している団地の場合（ただし、市町村長が
緩傾斜地を対象とし、急傾斜地と緩傾斜地の合計面積が１ｈａ以上）

【適用状況】
① 一団の農用地
急傾斜地のみでは面積要件を満たしていない

１ｈａ以上 が、急傾斜地と緩傾斜地を合わせて１ｈａ以上
の面積となる場合には 「一団の農用地」として、

急傾斜 田(畑) 設定できる。
１ｈａ未満 ② 勾配

急傾斜地と緩傾斜地に測定単位を区分して勾配
を測定し、面積加重平均により「一団の農用地」

緩傾斜 田(畑) の主傾斜を算出する。ただし、急傾斜地と緩傾斜
１ｈａ未満 地の面積がそれぞれ１ｈａ未満の場合に限り、

急傾斜地と緩傾斜地を合わせて１つの測定単位と
して主傾斜を算出することもできる （営農上の。
一体性がある場合には例４の①を参照）

③ 単価
②で算出した主傾斜を「一団の農用地」の勾配
とし、該当する地目の単価（急傾斜地又は緩傾斜
地）を適用する。

② 同一地目で、急傾斜地と緩傾斜地が連坦している複数の団地がある場合（ただし、
市町村長が緩傾斜地を対象としており、複数の団地の合計面積が１ｈａ以上）

【適用状況】
１ｈａ以上 ① 一団の農用地

急傾斜地のみでは面積要件を満たしていない
が、複数の団地の急傾斜地と緩傾斜地を合わせ

急傾斜田 急傾斜田 て１ｈａ以上の面積であって、団地間の営農上
（畑） (畑)営 の一体性がある場合には 「一団の農用地」とし、
0.3ha 0.2ha農 て設定できる。

上 ② 勾配
緩傾斜田 緩傾斜田の 団地毎に急傾斜地と緩傾斜地に測定単位を区分
(畑) (畑)一 して勾配を測定し、面積加重平均により団地毎の
0.3ha 0.2ha体 主傾斜を算出する。ただし、団地毎に急傾斜地と

性 緩傾斜地の面積がそれぞれ１ｈａ未満の場合に限
り、急傾斜地と緩傾斜地を合わせて１つの測定単
位として主傾斜を算出することもできる （団地。
内に営農上の一体性がある場合には例４の①を参
照。また、一団の農用地として主傾斜を一本化し
ない ）。
③ 単価
②で算出した主傾斜を団地毎の勾配とし、該当
する地目の単価（急傾斜地又は緩傾斜地）を適用
する。
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（例２）
① 異なる地目の急傾斜地と緩傾斜地が連坦している団地の場合（ただし、市町村長が
緩傾斜地を対象としており、地目毎が異なるが急傾斜地と緩傾斜地の合計面積が１ｈ
ａ以上）

【適用状況】
① 一団の農用地

１ｈａ以上 急傾斜地のみでは面積要件を満たしていない
が、急傾斜地と緩傾斜地を合わせて１ｈａ以上

緩傾斜 畑 の面積となる場合には 「一団の農用地」として、
１ｈａ未満 設定できる。
（急傾斜田） ② 勾配

急傾斜地と緩傾斜地に測定単位を区分して勾配
急傾斜 田 を測定し、面積加重平均により「一団の農用地」
１ｈａ未満 の主傾斜を算出する。ただし、急傾斜地と緩傾斜

地の面積がそれぞれ１ｈａ未満の場合に限り、急
傾斜地と緩傾斜地を合わせて１つの測定単位とし
て主傾斜を算出することもできる （営農上の一。
体性がある場合には例４の②を参照。ただし、主
傾斜が畑の緩傾斜の基準を満たすことが必要 ）。

③ 単価
②で算出した主傾斜を「一団の農用地」の勾配
とし、該当する地目毎の単価（急傾斜地又は緩傾
斜地）を適用する。

② 異なる地目で 急傾斜地と緩傾斜地が連坦している複数の団地がある場合 ただし、 （ 、
市町村長が緩傾斜地を対象としており、複数の団地の合計面積が１ｈａ以上となる場
合）

【適用状況】
① 一団の農用地

急傾斜地のみでは面積要件を満たしていない
１ｈａ以上 が、複数の団地の急傾斜地と緩傾斜地を合わせ

て１ｈａ以上の面積であって、団地間に営農上
の一体性がある場合には 「一団の農用地」とし、

畑 畑営 て設定できる。
農 ② 勾配
上 田 団地毎に急傾斜地と緩傾斜地に測定単位を区分

田 の して勾配を測定し、面積加重平均により団地毎の
一 主傾斜を算出する。ただし、団地毎に急傾斜地と
体 緩傾斜地の面積がそれぞれ１ｈａ未満の場合に限
性 り、急傾斜地と緩傾斜地を合わせて１つの測定単

位として主傾斜を算出することもできる （団地。
内に営農上の一体性がある場合には例４の②を参
照。ただし、主傾斜が畑の緩傾斜の基準を満たす
ことが必要。また、一団の農用地として主傾斜を
一本化しない）

③ 単価
②で算出した主傾斜を団地毎の勾配とし、該当
する地目毎の単価（急傾斜地又は緩傾斜地）を適
用する。
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（例３）
① 同一地目で、急傾斜地と緩傾斜地が連坦している団地の一部を指定する場合

【適用状況】
① 一団の農用地

急傾斜地のみの面積が１ｈａ以上あれば、急
傾斜地のみを「一団の農用地」として設定でき

急傾斜 田(畑) る。その場合、原則として傾斜変化などが明ら
１ｈａ以上 かな部分で 一団の農用地 を区分する なお「 」 。（ 、

市町村長が緩傾斜地を対象とする場合には、緩
傾斜地も合わせて「一団の農用地」とすること
も可能（例１－①を参照 ））

緩傾斜 田(畑) ② 勾配
１ｈａ未満 ①で区分した「一団の農用地」を１つの測定単

位として急傾斜地の主傾斜を算出する。
③ 単価
②で算出した主傾斜を「一団の農用地」の勾配
とし 該当する地目の急傾斜地の単価を適用する、 。

② 同一地目で、急傾斜地と緩傾斜地が連坦している複数の団地の一部を指定する場合

【適用状況】
営農上の一体性 １ｈａ以上 ① 一団の農用地

団地の一部のＡ及びＣが急傾斜地であり、合
わせた面積が１ｈａ以上であって、団地間の営

Ａ C 急傾斜 農上の一体性がある場合には 一団の農用地、「 」
急傾斜田 田0.2ha として設定できる。その場合、原則として傾斜
0.8ha 変化などが明らかな部分で各団地を区分する。

（なお、市町村長が緩傾斜地を対象とする場合
には、緩傾斜地も合わせて「一団の農用地」と

Ｄ 緩傾斜 することも可能（例１－②を参照 ））
田 0.8ha ② 勾配

Ｂ 緩傾斜 ①で区分した各団地（Ａ、Ｃ）それぞれを測
田 0.2ha 定単位として主傾斜を算出する 田の場合は。（ 、

それぞれの団地の勾配が1/20以上であること
が必要。また、一団の農用地として主傾斜を
一本化しない）

③ 単価
②で算出した主傾斜を団地毎の勾配とし、該
当する地目の急傾斜地の単価を適用する。
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③ 異なる地目で、急傾斜地と緩傾斜地が連坦している複数の団地の一部を指定する場
合

【適用状況】
営農上の一体性 １ｈａ以上 ① 一団の農用地

団地の一部のＡ及びＣが急傾斜地であり、合
わせた面積が１ｈａ以上であって、団地間の営

Ａ C 急傾斜 農上の一体性がある場合には 「一団の農用地」、
急傾斜田 畑0.2ha として設定できる。その場合、原則として傾斜
0.8ha 変化などが明らかな部分で各団地を区分する。

（なお、市町村長が緩傾斜地を対象とする場合
には、緩傾斜地も合わせて「一団の農用地」と

Ｄ 緩傾斜 することも可能（例１－②を参照 ））
田 ② 勾配

Ｂ緩傾斜 ①で区分した各団地（Ａ、Ｃ）それぞれを測定
田 単位として主傾斜を算出する （各団地の勾配が田。

は1/20以上、畑は１５度以上であることが必要。
また 一団の農用地として主傾斜を一本化しない、 ）
③ 単価

②で算出した主傾斜を団地毎の勾配とし、該当
する地目の急傾斜地の単価を適用する。

（例４）
① 同一地目で、急傾斜地と緩傾斜地の複数の団地の場合（ただし、市町村長が緩傾斜
を対象とする場合）

【適用状況】
① 一団の農用地
Ａ・Ｂ・Ｃの団地を合わせた面積が１ｈａ以

１ｈａ以上 上であって、団地間に営農上の一体性がある場
合には 「一団の農用地」として設定できる （な、 。

営農上の一体性 お、急傾斜地の団地のみの面積でも１ｈａ未満
A急傾斜 であることから 「一団の農用地」として設定で、
0.3ha 田 きない）

C緩傾斜 ② 勾配
0.3ha Ａ・Ｂ・Ｃの各団地の主傾斜を算出する （一。
田 団の農用地として主傾斜を一本化しない）

B急傾斜 ③ 単価
0.4ha 田 ②で算出した主傾斜を各団地の勾配とし、該当

営農上の一体性 する地目の単価（急傾斜地又は緩傾斜地）を適用
する。
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② 異なる地目で、急傾斜地と緩傾斜地の複数の団地の場合（ただし、市町村長が緩傾
斜を対象とする場合）

【適用状況】
１ｈａ以上 ① 一団の農用地

Ａ・Ｂ・Ｃの団地を合わせた面積が１ｈａ以
上であって、団地間の営農上の一体性がある場

営農上の一体性 合には 「一団の農用地」として設定できる （な、 。
A緩傾斜 お、急傾斜地の団地のみの面積でも１ｈａ未満
0.3ha 畑 C急傾斜 であることから 「一団の農用地」として設定で、

0.3ha きない）
② 勾配

営農上の一体性 田 Ａ・Ｂ・Ｃの各団地の主傾斜を算出する （一。
団の農用地として主傾斜を一本化しない）

B急傾斜 ③ 単価
0.4ha 田 営上農の一体性 ②で算出した主傾斜を各団地の勾配とし、該当

する地目毎の単価（急傾斜地又は緩傾斜地）を適
用する。

③ 異なる地目が混在する複数の団地の場合 異なる地目がモザイク状に存する場合で（ 、
地目毎の面積が１ｈａ未満）

【適用状況】
１ｈａ以上 ① 一団の農用地

異なる地目を合わせた面積が１ｈａ以上であ
って、団地間に営農上の一体性がある場合には、

田 「一団の農用地」として設定できる。
主 畑 ② 勾配営
傾 農 各団地を、原則として地目毎に測定単位を区分

上 主 して勾配を測定し、面積加重平均により団地毎の
斜 田 畑 傾の 主傾斜を算出する。ただし、急傾斜地と緩傾斜地

一 斜 の面積に関係なく、各団地を一つの測定単位とし
体 て主傾斜を算出することができる （主傾斜が畑。

畑 田性 の緩傾斜の基準を満たすことが必要）
③ 単価

田 ②で算出された主傾斜を各団地の勾配とし、地
目毎の単価 急傾斜地又は緩傾斜地 を適用する（ ） 。


